
【照会先】

職 業 安 定 課 長 高野　英樹
地方労働市場情報官 木田　佳伯

  電話　　078-367-0792

　　（注）  年平均の数値は原数値で月別の数値は季節調整値である。令和4年12月以前の季節調整値は、令和5年1月分

　令和5年平均の有効求人倍率等（原数値）の動向

（注）  令和5年12月22日に、過去の求人数、求職者数等の訂正のお知らせを厚生労働省のホームページに掲載しております。
　　　　詳しくは以下の資料（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/114-seigo-01.pdf）をご覧ください。

    　 　公表時に新季節指数により改定されている。  

職 業 安 定 部 職 業 安 定 課    兵庫労働局発表
      令和6年1月30日(火)
      午前8時30分　解禁

～県内の雇用情勢の概況～

一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分）

次回公表予定日　　令和６年３月１日（金）

　令和5年12月の有効求人倍率等（季節調整値）の動向
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Press Release

本資料における令和３年９月以降の数値については、ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う「オンライン登

録者」及び「オンライン自主応募による就職件数」等が含まれている。

◎ 令和5年平均の有効求人倍率は1.02倍で、前年と比べて0.01ポイント上回りました。

○有効求人数は83,748人（月平均）で、前年と比べて3.0％減となりました。

○有効求職者数は82,163人（月平均）で、前年と比べて4.1％減となりました。

○新規求人倍率は1.81倍で、前年と比べて0.03ポイント下回りました。

◎ 令和5年12月の有効求人倍率は1.04倍で、前月と比べて0.01ポイント上回りました。

○ 有効求人数は85,322人で、前月と比べて1.9％増となりました。

○ 有効求職者数は82,119人で、前月と比べて0.9％増となりました。

○ 新規求人倍率は1.85倍で、前月と比べて0.15ポイント上回りました。

◎ 県内の雇用失業情勢は、持ち直しの動きにやや弱さがみられる。

物価上昇等が雇用に与える影響に引き続き注意する必要がある。
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の
引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等（POSレジシステムやリフト付き特殊車
両の導入など）が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

対象事業者・申請の単位など

• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が898円
→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

令和５年12月26日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内

申請期限が延長されました！

申請期限が延長されました！

業務改善助成金の申請期限について、賃金引上げ計画を立てて申請いただくもののみ、令和６年３月
31日に延長されました。

申請期限 事業完了期限 留意事項

賃金引上
げ計画を
立てて申
請

令和６年３
月31日に延
長

・令和６年１月31日までの申請分
令和６年２月28日までに設定いた
だきます。

・令和６年２月１日以降の申請分
令和６年４月１日～令和７年２月
28日に設定いただきます。

・事業完了期限を令和６年２月28日までに設
定いただいた場合でも、年度内に事業完了が
見込まれない場合は翌年度に再設定いただく
場合がございます。

・令和６年４月１日以降に事業完了期限を設
定いただいた場合、交付決定前（令和６年３
月31日まで）に設備導入をすると対象外と
なります。

賃金引上
げ後に申
請（※）

令和６年１
月31日まで

※ 事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者のみが対象。
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助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

900円未満 9/10

900円以上
950円未満

４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す
指標の直近３か月間の月平均値が前年、
前々年または３年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン
トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上
に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ
ン等は新規導入に限ります）。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲
で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に
配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す
るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万
円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺
機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に
「関連する経費」※

× 〇
広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.12.26）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 地域別最低賃金の発効に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場
合、発効日の前日までに引き上げ
ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで
に事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を実施

対象外対象！



年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

事業主の皆様へ ＬＬ０６０２０１ Ｎｏ．６

要件
1 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目

20万円 ( 注 )

② 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年 目 以 降 、 ③ の 取 組

2年目

20万円 ( 注 )

③ 賃金の 1 8％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたい
だ助成を受けることができます。）

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

2023（令和５）年10月から、キャリアアップ助成金に
｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

※ 本助成金については、2023（令和５）年10月１日から2026（令和８）年３月31日までの間に新たに社会保険の
加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで

提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください。）

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

出典：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html）

キャリアアップ助成金

（社会保険の適用）
取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 基本給（総支給額）
の増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出

2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（２回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

支給申請
（４回目）

2ヶ月

支給申請
（５回目）

(注)1,2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）

賃上げ等、労働時間
延長あるいはその両
方による増額

【令和６年２月版】
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その労働者の社会保険加入日から最長２年間の手
当※３等の支給後の働き方について、労使で話し合
いを行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、週所
定労働時間を一定時間延長すること※２ができますか。

その労働者は、社会保険加入日から１
年が経過した時点で、労働時間の延長
ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延長
メニュー

社会保険適用に関する支
給要件には該当しません。

本助成金の他のコースの
活用をご検討ください。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入して
いなかった。

はい

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局または管轄のハ
ローワークまでお問合せください。

○ 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。
最寄りのセンターの連絡先は

○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延長メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索



都道府県労働局・ハローワーク

人材開発支援助成金の制度概要

事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を
実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
助成金が支給されるまでの主な流れは以下のとおりです。

都道府県労働局へ

訓練開始
１か月前

訓練修了後
２か月以内

人への投資促進コース

企業における労働者の人材育成を強力に支援するため、国民の皆さまからのご提案をもとに、
令和４～８年度の期間限定助成として「人への投資促進コース」による助成を行っています。
「人への投資促進コース」には、以下の５つのメニューがあります。

都道府県労働局へ

事業主の皆さま

▶詳細はP２～３へ

▶詳細はP４へ

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）のご案内

S t e p１
計画提出

S t e p２
訓練実施

S t e p３
支給申請

サブスクリプション型の研修
サービスによる訓練の実施

定 額 制 訓 練 高度デジタル人材訓練
／成長分野等人材訓練

高度デジタル人材等の
育成のための訓練の実施

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

IT分野未経験者の即戦力化
のための訓練の実施

自発的職業能力
開 発 訓 練

労働者が自発的に受講し
た訓練費用を負担

長期教育訓練
休暇等制度

働きながら訓練を受講する
ための休暇制度等を導入

1
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・（ ）内の助成率（額）は、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の率（額）です。
・賃金助成額は、１人１時間当たりの額です。OJT実施助成額は、１人１訓練当たりの額（定額）です。

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 率 賃 金 助 成額
中小企業 大企業 中小企業 大企業

サブスクリプション型の研修サービス ６０％ ４５％ －
（＋1 5％）

DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成する場合に助成します。

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 額 賃 金 助 成 額

長期教育訓練休暇制度
（30日以上の連続休暇取得）

20万円
１人1日当たり

6,000円
（※有給休暇の場合）

（＋４万円） (＋1,200円)

所定労働時間の短縮と
所定外労働時間の免除制度

20万円
－

（＋４万円）

従業員の方がサブスクリプション型の研修サービスを利用した場合に助成します。

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額
中小企業 大企業 中小企業 大企業

I T S S（I Tスキル標準）
レベル４・３となる訓練等 75％ 60％ 960円 480円

海外も含む大学院での訓練 75％
国内大学院の場合

960円

教育訓練休暇や教育訓練短時間勤務制度を導入し、労働者の自発的な職業能力開発を促進した場合に助成し
ます。賃金助成に人数制限はありません。

対 象 の 訓 練 経 費 助 成率 賃 金 助 成 額
中小企業 大企業 中小企業 大企業

ＩＴ分野未経験者（正規雇用労働
者）の即戦力化のための訓練

（OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練）

60％ 45％ 760円 380円
（＋1 5％） （＋200円） （＋100円）

O J T 実 施 助 成 額
中小企業 大企業

20万円 11万円
（＋５万円） （＋３万円）

対 象 の 訓 練 経費助成率 賃 金助 成額

労働者の自発的な訓練費用を
事業主が負担した訓練

４５％
－

（＋1 5％）

各訓練メニューの助成率と助成額
定 額 制 訓 練 定額受け放題

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練 資格取得費用も対象

自発的職業能力開発訓練 自発的な学びを支援

情報技術分野認定実習併用職業訓練 資格取得費用も対象

長期教育訓練休暇等制度 導入済み企業も対象

2



人への投資促進コース
（成長分野等人材訓練除く） 成長分野等人材訓練

２,５００万円 １,０００万円
※うち自発的職業能力開発訓練は300万円まで

●１事業所１年度あたり

※「定額制訓練」は、受講者１人当たりの経費助成の限度額の設定なし。
※ 実訓練時間数が100時間未満／100~200時間未満／200時間以上によって変動。
※「長期教育訓練休暇等制度」は、経費助成を１事業主１回まで（定額）。賃金助成の人数は制限なし。

●受講者１人あたり

訓 練 メ ニ ュー
経 費 助 成

賃 金 助 成 受講回数
(１年度あたり)

※実訓練時間数に応じて 大学 大学院
中小企業 大企業 中小企業 大企業

定 額 制 訓 練 － － － － －

高度デジタル人材訓練 30～50
万円

20～30
万円 150万円 100万円 － 原則1,200時間

大学院、大学、
専門実践教育訓練は

1,600時間
３回まで

成長分野等人材訓練 － － 国内150万円
＜海外500万円＞

自発的職業能力開発訓練 ７～20万円 60万円 国内60万円
＜海外200万円＞ － ３回まで

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

15～50
万円

10～30
万円 － － － 1,200時間 １回まで

長期教育訓練休暇等制度 － 最大150日
※有給の長期休暇のみ －

人材開発支援助成金（人への投資促進コース）の活用例

定額制訓練
社内の生産工程のDX化を一層推進するため、令和４年10月～令和６年９月の２年間で集中的に人材育
成を行うという経営・人事戦略を立てた。この戦略に基づき、社員の職種や階層ごとに身につけてほし
いITスキルを、社員本人のレベルも加味しながら、体系立った育成を行うため、社内研修として、定
額受け放題のｅラーニングを導入した。導入により、多様な学習スタイルや研修時間の効率化を実現し、
効果的に社員のスキルアップを行うことができた。
年間利用料：200万円 経費助成：60（45）％ ⇒ 120（90）万円の助成 ※括弧書きは大企業の場合

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練
システム開発や運用保守を行うことができる人材を育成するため、社員に情報処理安全確保支援士
（ITSSレベル４）や応用情報技術者（ITSSレベル３）の講座を受講させ、資格試験費用も助成対象に
なるため自社で負担した。その後、無事試験に合格し、技術・管理の両面から有効な対策を助言・提案
して経営層を支援するセキュリティコンサルタントやシステム開発部門のリーダーとして活躍している。

自社専用の学習カリキュラムの開発を地元の大学に委託して訓練を実施。業務効率化に向けて社内のデ
ジタル化を図るため、自社で培ったノウハウを基に、本当に必要なデジタル技術を社内に実装したいと
考えた。そのためには、自社のサービスやシステムを熟知している自社の社員をリスキリングする必要
があった。オーダーメイド型訓練の開発・設定費用も助成対象になるため、この制度を活用して実施し
た。現在、事業部門内にて、業務改善システムの開発に取り組んでいる。（※高度デジタル人材訓練限定）

自発的職業能力開発訓練
社員が自ら業務を見直し、デジタル関係のスキルを身につけたいと考えたが、費用がネックになってい
るという相談があった。会社としては、社員が自発的に資格取得することの後押しをすることにより、
社内の生産性の向上が期待できると考え、自発的な職務に関する学び・学び直しに対して、費用の一部
を負担した。

限 度 額 な ど

定 額 制 訓 練

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練

自発的職業能力開発訓練
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■各都道府県労働局の助成金申請窓口
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

■（URL）人材開発支援助成金
手続きに必要な書類は、以下のリンク先から各コースの最新版パンフレットをご確認ください。
申請書類の様式も以下のリンク先に掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

●訓練修了日の翌日から２か月以内に、必要書類を管轄労働局に提出する
●支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う

主な提出書類

●事業内職業能力開発計画に基づき、職業訓練実施計画を作成する
●作成した計画を訓練開始日の１か月前まで（※）に管轄労働局に提出する
※ 定額制訓練の場合は、原則、定額制サービスの契約期間の初日から起算して
１か月前まで

主な提出書類

所定の様式 • 職業訓練実施計画届
• 訓練別の対象者一覧

添付書類
• 訓練内容を確認できるカリキュラム
• 訓練期間中の労働条件がわかるもの
（雇用契約書の写しなど）

職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知

●「職業訓練実施計画」に基づき訓練を実施する

※ は、申請手続きや提出書類が一部異なりますのでご注意ください。

助成金受給までの流れと申請に必要な書類

所定の様式

• 法令違反等がないか確認する書類
• 支給申請書
• 助成額を算定した書類
• OFF-JT実施状況報告書

添付書類

• 出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写しなど
• 事業主が訓練費用を負担したことを確認できる
振込通知書など

• 訓練に使用した教材の目次等の写し
• 受講を修了したことを証明する書類（修了証など）

申請手続き等に関する問い合わせ先

Step０

S t e p１
計画提出

S t e p２
訓練実施

S t e p３
支給申請

長期教育訓練休暇等制度
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企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL050518開企01

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中
の賃金の一部を助成する制度です。「事業展開等リスキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げ
など事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。

新規事業展開やDX推進等の人材育成に
「人材開発支援助成金」が活用できます
～ 「事業展開等リスキリング支援コース」のご案内～

経費助成率 賃金助成額（1人1時間） 1事業所1年度あたりの
助成限度額中小企業 大企業 中小企業 大企業

75％ 60％ 960円 480円 １億円

10時間以上100時間未満 100時間以上200時間未満 200時間以上

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円

① 助成率・助成限度額

② 受講者１人あたりの経費助成限度額

支給対象

① 訓練時間数が10時間以上であること
② OFF-JT（企業の事業活動と区別して行われる訓練）であること
③ 職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること

注：本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」（様式第２号）を職業訓練実施計画届と併せて提出する必要
があります。取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注：「事業展開」は、訓練開始日から起算して、３年以内に実施する予定のものまたは６か月以内に実施したものである必要があります。

i. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の
習得をさせるための訓練

ii. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメー
ション（DX）化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する
業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注：e-ラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は経費助成のみです。

訓 練

対象者 事業主：雇用保険適用事業所の事業主
労働者：雇用保険被保険者

[参考] 事業展開の例：新商品や新サービスの開発、製造、提供または販売を開始する 等
デジタル・DX化の例：ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパレス化を進めた 等
グリーン・カーボンニュートラル化の例：農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した 等

助成金の詳細
はこちら →

助成率・助成額

UMOSX
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例)新規事業のための人材育成を行った場合

1年後に先端技術(IoTや画像AI)を活用した安全
監視のためのシステムを設計・開発・販売する事
業を新たに立ち上げたいが、現在は対応できる人
材が足りない。

課 題

●訓練コース
AI技術の基礎および応用
●訓練内容

AIの基礎知識、機械学習等の訓練
訓練時間：30時間（7.5時間✕4日間）
訓練経費：25万円／1人
4人受講する場合：100万円／4人

実施訓練

職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・自社の労働者に対する周知

●事業内職業能力開発計画に基づき、職業訓練実施計画を作成する
●作成した必要書類を訓練開始日の１か月前までに管轄労働局に提出する

所定の様式
• 職業訓練実施計画届
• 事業展開等実施計画
• 訓練別の対象者一覧 など

添付書類
• 訓練内容を確認できるカリキュラム
• 訓練期間中の労働条件がわかるもの（雇用契約書の写し
など） など

●職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する
●支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う

●訓練終了日の翌日から２か月以内に、必要書類を管轄労働局に申請する

所定の様式 • 支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類
• OFF-JT実施状況報告書 など

添付書類
• 事業主が訓練費用を負担したことを確認できる
振込通知書

• 出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写し など

■主な提出書類

■主な提出書類

Step０

S t e p２
訓 練 実 施

S t e p３
支給申請
(最寄りの
労働局へ）

S t e p１
計 画 提 出
(最寄りの
労働局へ）

助成金受給のための手続きの流れ

助成金活用例

[助成率・額]
経費助成：75％（中小企業）
賃金助成：1時間あたり960円（中小企業）

[左記の訓練内容の場合の例]
●経費
経費助成： 75万円（25万円×75％×4人）
賃金助成：115,200円（30時間×960円×4人）

●成果
無事に新規事業を立ち上げることができ、新技
術を活用した新製品や新サービスの開発、製造
等を開始することができた。

助成内容・成果

[各都道府県労働局の助成金申請窓口]
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html■URL ■スマホは

こちら→




